
③ 出生直後の時期に柔軟に育児休業を取得できるようになります
④ 育児休業を分割して取得できるようになります （令和4年10月1日～）

① 育児休業を取得しやすくする取組が企業に義務付けられます （令和4年4月1日～）

●育児休業を取得しやすい雇用環境の整備（研修、相談窓口設置等）

●妊娠・出産（本人または配偶者）の申し出をした労働者に対する、育児休業制度等に関す

る個別の周知と休業の取得意向の確認

京都労働局雇用環境・均等室

② 有期雇用労働者の育児・介護休業取得要件が緩和されます （令和4年4月1日～）

（育児休業の場合）

(1)引き続き雇用された期間が１年以上

(2)１歳６か月までの間に契約が満了するこ

とが明らかでない

改正前

(1)の要件を撤廃し、(2)のみに

※引き続き雇用された期間が１年未満の労働者は労

使協定の締結により除外可

※育児休業給付についても同様に緩和

改正後

産後パパ育休
（育休とは別に取得可能）

育休制度
（改正後）

育休制度

（改正前）

対象期間

取得可能日数

子の出生後８週間以内に

４週間まで取得可能

原則子が１歳

（最長２歳）まで

原則子が１歳

（最長２歳）まで

申出期限 原則休業の２週間前まで 原則１か月前まで 原則１か月前まで

分割取得 分割して２回取得可能
（初めにまとめて申し出ることが必要）

分割して２回取得可能
（取得の際にそれぞれ申出）

原則分割不可

休業中の就業

労使協定を締結している場合

に限り、労働者が合意した範

囲で休業中に就業することが

可能

原則就業不可 原則就業不可

１歳以降の

延長
育休開始日を柔軟化

育休開始日は１歳、

１歳半の時点に限定

１歳以降の

再取得

特別な事情がある場合

に限り再取得可能
再取得不可

出生後
８週

父

１歳 １歳半 ２歳出生

保育所に入所できない等の場合

育 休 育休 育休

育休 育休

産休

休 育 休

母 育 休

休

育児休業を取得しやすくなります！！

☆妊娠・育児期に利用できる制度等については、裏面をご覧ください



令和4年3月作成

妊娠
判明

産前
６週間

出産
（予定）日

産後
８週間

１歳
１歳
６月

３歳 就学

所定労働時間の短縮措置等

・短時間勤務制度（１日原則６時間）

所定外労働の制限

・労働者が請求した場合、残業を制限

時間外労働の制限

・労働者が請求した場合、１か月２４時間、１年１５０時間を超える時間外労働を制限

子の看護休暇

・年５日（２人以上の場合は年１０日）取得可能
・時間単位で取得可能

軽易業務への転換

産前休業

産後パパ育休

育児時間

産後休業

育児休業

・一定の場合、最長２歳まで取得可能

２歳

妊産婦の時間外・休日労働
・深夜業の制限

妊産婦の時間外・休日労働
・深夜業の制限

構内業務・危険有害業務の
就業制限

構内業務・危険有害業務の
就業制限

深夜業の制限

・労働者が請求した場合、午後１０時から午前５時における労働を制限

母性健康管理の措置（保健指導又は健康診査を受けるための時間の確保、指導事
項を守ることができるようにするための措置）

出産手当金
・産前産後休業中、１日につき
原則として賃金の３分の２相当

育児休業給付金（出生時育児休業給付金を含む）
・休業開始後６か月は休業開始時賃金月額の６７％、それ以降は５０％

社会保険料の免除

出産育児一時金

京都労働局 雇用環境・均等室
住 所：〒６０４－０８４６ 京都市中京区両替町通御池上ル金吹町４５１

電話番号：０７５－２４１－０５０４
受付時間：８時３０分～１７時１５分（土日・祝日・年末年始を除く）

妊娠・育児期に利用できる制度、経済的支援


